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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波ビームの送受信を制御する制御手段と、
　前記超音波ビームの送信方向に位置する血管の複数ポイントの前記送信方向における変
位をトラッキングするトラッキング手段と、
　前記トラッキング手段のトラッキング結果に基づいて前記血管の弾性指標を算出する算
出手段と、
　前記血管の血管後壁上に位置する前記複数ポイントの内の１以上の特定ポイントの前記
送信方向における変位の向きおよび／または変位量を取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された前記１以上の特定ポイントの前記変位の向きおよび／
または変位量に基づいて、前記血管後壁が心臓収縮期において当該血管の外側へ変位して
いる場合、前記弾性指標の信頼性を高いと判定する判定手段と、を具備する超音波診断装
置。
【請求項２】
　前記取得手段は、さらに、前記複数ポイントの内の前記血管の血管前壁上に位置する１
以上の特定ポイントの前記送信方向における前記変位の向きおよび前記変位量を取得し、
　前記判定手段は、さらに、前記取得手段によって取得された前記血管前壁上および前記
血管後壁上の両前記１以上の特定ポイントの前記変位の向きおよび前記変位量から前記血
管の中心位置の変位の向きおよび変位量を求め、求められた前記血管の中心位置の前記変
位の向きおよび前記変位量に基いて、前記弾性指標の信頼性を判定する請求項１に記載の
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超音波診断装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、
　前記血管が最小径から最大径となる期間において、前記血管の中心位置が前壁側へ０．
２４ｍｍ以上変位した場合に、前記弾性指標の信頼性を低いと判定する請求項２に記載の
超音波診断装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、
　１拍の間の前記血管の中心位置が前壁側へ０．４９ｍｍ以上変位した場合に、前記弾性
指標の信頼性を低いと判定する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記判定手段が前記弾性指標の信頼性を低いと判定した場合に警告する警告手段をさら
に具備する請求項２～４のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記血管は、人体の頚動脈である請求項１～５のいずれか１項に記載の超音波診断装
置。
【請求項７】
　超音波ビームの送受信を制御する制御ステップと、
　前記超音波ビームの送信方向に位置する血管の複数ポイントの前記送信方向における変
位をトラッキングするトラッキングステップと、
　前記トラッキングステップのトラッキング結果に基づいて前記血管の弾性指標を算出す
る算出ステップと、
　前記血管の血管後壁上に位置する前記複数ポイントの内の１以上の特定ポイントの前記
送信方向における変位の向きおよび／または変位量を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップによって取得された前記１以上の特定ポイントの前記変位の向きおよ
び／または変位量に基いて、前記血管後壁が心臓収縮期において当該血管の外側へ変位し
ている場合、前記弾性指標の信頼性を高いと判定する判定ステップと、を具備する弾性指
標信頼性判定方法。
【請求項８】
　超音波ビームの送受信を制御する制御ステップと、
　前記超音波ビームの送信方向に位置する血管の複数ポイントの前記送信方向における変
位をトラッキングするトラッキングステップと、
　前記トラッキングステップのトラッキング結果に基づいて前記血管の弾性指標を算出す
る算出ステップと、
　前記血管の血管後壁上に位置する前記複数ポイントの内の１以上の特定ポイントの前記
送信方向における変位の向きおよび／または変位量を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップによって取得された前記１以上の特定ポイントの前記変位の向きおよ
び／または変位量に基いて、前記血管後壁が心臓収縮期において当該血管の外側へ変位し
ている場合、前記弾性指標の信頼性を高いと判定する判定ステップと、を手順として、コ
ンピュータに実行させる弾性指標信頼性判定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて血管の弾性指標を測定して、その信頼性を評価し、判定する
技術に係り、特に、超音波を用いた測定により得られた血管弾性指標の信頼性を判定する
超音波診断装置、弾性指標信頼性判定方法、および弾性指標信頼性判定プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　心筋の音響的・弾性的特性に基づいて心臓の非侵襲的診断を行なうためには、心臓壁の
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各部位の振幅数十μｍ以下の微小振動を数百Ｈｚまでの周波数帯域にわたって数拍以上連
続して経皮的に計測する必要がある。そこで、検波信号の振幅及び位相を用いて血管壁の
瞬時的な位置を決定し、心臓拍動に基づく血管壁の大きな振幅変位運動をトラッキングす
ることにより、血管の弾性率を求める技術がある（特許文献１参照）。具体的には、血管
壁の順次の位置に基づき、血管壁の微小振動の運動速度波形を求め、血管壁内部の深さ方
向に所定間隔でとられた局所ごとのトラッキング軌跡を求め、局所ごとの厚みの時間変化
を算出することにより血管の弾性率を求めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－５２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、血管の弾性率の測定は、心拍により常に運動している血管壁の変位をト
ラッキングする必要があるが、その心拍による変位が過大であったり、測定対象である血
管自体の位置がずれてしまうと、トラッキングに失敗し、得られる弾性率の信頼性が低下
することがわかってきている。
【０００５】
　本発明は、上記事実に鑑みてなされたものであり、超音波を用いて測定された弾性率等
の弾性指標の信頼性を評価し、判定することができ、その結果、得られた信頼性が乏しい
場合に、測定技師等のユーザにその事実を通知することができ、信頼性の乏しい弾性率等
の弾性指標に基づいて各種診断を行うことを防止することができ、その結果として正確な
診断を行うことができる超音波診断装置、弾性指標信頼性判定方法および弾性指標信頼性
判定プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る超音波診断装置は、超音波ビームの送受信を
制御する制御手段と、前記超音波ビームの送信方向に位置する血管の複数ポイントの前記
送信方向における変位をトラッキングするトラッキング手段と、前記トラッキング手段の
トラッキング結果に基づいて前記血管の弾性指標を算出する算出手段と、前記血管の血管
後壁上に位置する前記複数ポイントの内の１以上の特定ポイントの前記送信方向における
変位の向きおよび／または変位量を取得する取得手段と、前記取得手段によって取得され
た前記１以上の特定ポイントの前記変位の向きおよび／または変位量に基づいて、前記血
管後壁が心臓収縮期において当該血管の外側へ変位している場合、前記弾性指標の信頼性
を高いと判定する判定手段と、を具備する構成を採る。
【０００７】
　ここで、前記取得手段は、さらに、前記複数ポイントの内の前記血管の血管前壁上に位
置する１以上の特定ポイントの前記送信方向における前記変位の向きおよび前記変位量を
取得し、前記判定手段は、さらに、前記取得手段によって取得された前記血管前壁上およ
び前記血管後壁上の両前記１以上の特定ポイントの前記変位の向きおよび前記変位量から
前記血管の中心位置の変位の向きおよび変位量を求め、求められた前記血管の中心位置の
前記変位の向きおよび前記変位量に基いて、前記弾性指標の信頼性を判定するのが好まし
い。
【０００８】
　また、前記判定手段は、前記血管が最小径から最大径となる期間において、前記血管の
中心位置が前壁側へ０．２４ｍｍ以上変位した場合に、前記弾性指標の信頼性を低いと判
定することが好ましく、また、１拍の間の血管中心変位が前壁側へ０．４９ｍｍ以上変位
した場合に、前記弾性指標の信頼性を低いと判定することが好ましい。
　また、前記判定手段が前記弾性指標の信頼性を低いと判定した場合に警告する警告手段
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をさらに具備することが好ましい。
　また、前記血管は、人体の頚動脈であることが好ましい。
【０００９】
　また、上記目的を達成するために、本発明に係る弾性指標信頼性判定方法は、超音波ビ
ームの送受信を制御する制御ステップと、前記超音波ビームの送信方向に位置する血管の
複数ポイントの前記送信方向における変位をトラッキングするトラッキングステップと、
前記トラッキングステップのトラッキング結果に基づいて前記血管の弾性指標を算出する
算出ステップと、前記血管の血管後壁上に位置する前記複数ポイントの内の１以上の特定
ポイントの前記送信方向における変位の向きおよび／または変位量を取得する取得ステッ
プと、前記取得ステップによって取得された前記１以上の特定ポイントの前記変位の向き
および／または変位量に基いて、前記血管後壁が心臓収縮期において当該血管の外側へ変
位している場合、前記弾性指標の信頼性を高いと判定する判定ステップと、を具備する。
　さらに、また、上記目的を達成するために、本発明に係る弾性指標信頼性判定プログラ
ムは、上記弾性指標信頼性判定方法の各ステップを手順として、コンピュータに実行させ
る構成を採る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、超音波を用いて測定された弾性率の信頼性を評価し、判定することが
でき、その結果、得られた信頼性が乏しい場合に、測定技師等のユーザにその事実を通知
することができ、ユーザが無駄な測定をそのまま継続することを防止したり、信頼性の乏
しい弾性率に基づいて各種診断を行うことを防止することができ、その結果として正確な
診断を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る超音波診断システムの主要構成の外観を示す斜視図
である。
【図２】図1に示す超音波診断装置およびその周辺機器の主要な構成を示すブロック図で
ある。
【図３】図1に示す超音波診断装置のトラッキング処理の概要を説明するための模式図で
ある。
【図４】トラッキングポイントＰ１～Ｐ５の位置ｙの時間的変化の一例を示すグラフであ
る。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは、それぞれ隣接する反射体間の厚みの時間変化波形の一例
を示すグラフである。
【図６】人間の頚動脈の弾性率を測定する様子を示す模式図である。
【図７】図７Ａは、実施の形態１に係る超音波プローブの頚部への当接角度のバリエーシ
ョンを説明するための頭部から見た頚部の断面を含む模式図であり、図７Ｂは、人間の頭
部及び頚部の模式図である。
【図８】図８Ａ～図８Ｃは、それぞれ血管壁の径の各位置の変化速度、血管径および血管
壁の各トラッキングポイントの変位の時間変化波形の一例を示すグラフである。
【図９】図９Ａ～図９Ｃは、それぞれ血管壁の径の各位置の変化速度、血管径および血管
壁の各トラッキングポイントの変位の時間変化波形の別の一例を示すグラフである。
【図１０】異なる方向から測定した場合の１拍の間の血管中心変位、血管後壁ならびに血
管中心の最小径タイミングから最大径タイミングまでの変位および弾性率の信頼性を示す
表である。
【図１１】図１１Ａおよび図１１Ｂは、弾性率の信頼性低下の原因を説明するための模式
図である。
【図１２】頚動脈の層構造を模式的に示す断面図である。
【図１３】図１３Ａ、図１３Ｂおよび図１３Ｃは、それぞれ異なる方向から、さらに超音
波プローブを被検者に対し押し気味に当接して頚静脈をウインドウにして、測定した場合
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の１心拍における血管の各部位の変位を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。なお、同一の構
成要素には同一の参照符号を付す。
【００１３】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る超音波診断システム５００の主要構成の外観の一
例を示す斜視図である。ここでは、探触子である超音波プローブと、その超音波プローブ
の制御および得られた超音波エコーの受信信号の解析を行い画像を合成する超音波診断装
置と、その合成画像を表示するディスプレイと、が各々別個の構成となっている場合を例
にとって説明する。
【００１４】
　図１に示すように、超音波診断システム５００は、超音波診断装置１００、超音波プロ
ーブ２００、ユーザ操作部３００、およびディスプレイ４００を備える。
【００１５】
　超音波プローブ２００は、図示しないが、１次元又は２次元のトランスデューサアレイ
を構成する複数の超音波トランスデューサによって超音波ビームの送受信を行う探触子で
あり、超音波トランスデューサが配列された先端のアレイ部分を被検者の表面に当接させ
て使用される。超音波トランスデューサは、印加される駆動信号に基づいて被検体に向け
て超音波ビームを送信すると共に、被検体において反射された超音波エコーを受信するこ
とにより受信信号を出力する。各超音波トランスデューサは、例えば、ＰＺＴ（チタン酸
ジルコン酸鉛：Pb(lead) zirconate titanate）に代表される圧電セラミックやＰＶＤＦ
（ポリフッ化ビニリデン：polyvinylidene difluoride）に代表される高分子圧電素子等
の圧電性を有する材料（圧電体）の両端に電極を形成した振動子によって構成される。そ
のような振動子の電極にパルス状又は連続波の電圧を印加すると圧電体が伸縮する。この
伸縮によって各々の振動子からパルス状または連続波の超音波が発生し、これらの超音波
の合成によって超音波ビームが形成される。また、それぞれの振動子は、伝搬する超音波
エコーを受信することによって伸縮し、電気信号を発生する。これらの電気信号は、超音
波エコーの受信信号として出力される。なお、超音波プローブのタイプとしては、コンベ
ックスタイプ、リニアスキャンタイプ、セクタスキャンタイプ等の種々のタイプがある。
また、超音波プローブ２００は、ケーブル２０２によって超音波診断装置１００に接続さ
れており、その動作は超音波診断装置１００によって制御される。
【００１６】
　超音波診断装置１００は、超音波診断システム５００の各部の動作を統括的に制御する
機能を有し、超音波プローブ２００によって超音波ビームを送受信させたり、受信した超
音波エコーから断層画像を生成しディスプレイ４００に表示する。また、超音波診断装置
１００は、断層画像としてＢモード画像やＭモード画像を生成し、リアルタイムにディス
プレイ４００に表示させる他に、血管壁等の厚さ変化波形を表示したり、観察している組
織の弾性指標（例えば、ここでは弾性率）を算出し表示する機能も有している。超音波診
断装置１００の詳細な構成については後述する。
【００１７】
　ユーザ操作部３００は、キーボードやポインティングデバイス、種々のボタンやダイヤ
ル等からなり、医師、技師等のオペレータ（ユーザ）は、このユーザ操作部３００を用い
て超音波診断システム５００を操作する。例えば、オペレータは、ユーザ操作部３００を
用いて、観察部位に応じた超音波診断システム５００の動作様態に関わる各種設定値を指
定したり、超音波プローブ２００から送信する超音波ビームの焦点の深さを変更する。ま
た、オペレータは、ユーザ操作部３００を用いて関心領域（以下、ＲＯＩと略称する：Re
gion of Interest）を指定する。
【００１８】
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　ディスプレイ４００は、例えば、ラスタスキャン方式のＬＣＤディスプレイ等であり、
超音波診断装置１００から出力されるアナログ変換された画像信号に基づいて、超音波画
像の動画、静止画等を表示する。
【００１９】
　図２は、超音波診断装置１００およびその周辺機器の主要な構成を示すブロック図であ
る。なお、図１において既に示した構成については、その説明を省略する。
【００２０】
　超音波診断装置１００は、送受信制御部１１１、送信回路１１３、受信回路１１５、断
層画像形成部１１７、表示処理部１１９、トラッキングポイント設定部１２１、トラッキ
ング部１２５、血管壁厚み変化演算部１２７、トラッキングポイント変位演算部１２８、
血圧入力部１２９、弾性率算出部１３２、および弾性率信頼性判定部１３３を備える。ま
た、超音波診断装置１００の周辺機器として、超音波プローブ２００、血圧計１０３、お
よびディスプレイ４００が設けられている。
【００２１】
　送受信制御部１１１は、送信回路１１３および受信回路１１５を介して超音波プローブ
２００の超音波ビームの送信方向および超音波エコーの受信方向を順次設定するもので、
設定された送信方向に応じて送信遅延パターンを選択する送信制御機能と、設定された受
信方向に応じて受信遅延パターンを選択する受信制御機能とを有している。ここで、送信
遅延パターンとは、超音波プローブ２００の複数の超音波トランスデューサから送信され
る超音波によって所望の方向に超音波ビームを形成するために各超音波トランスデューサ
の駆動信号に与えられる遅延時間のパターンであり、受信遅延パターンとは、複数の超音
波トランスデューサによって受信される超音波によって所望の方向からの超音波エコーを
抽出するために受信信号に与えられる遅延時間のパターンである。複数の送信遅延パター
ンおよび複数の受信遅延パターンが内部メモリ（図示せず）に格納されていて、状況に応
じ適宜選択して使用される。
【００２２】
　送信回路１１３は、複数のチャネルを備えており、超音波プローブ２００の複数の超音
波トランスデューサにそれぞれ印加される複数の駆動信号を生成する。その際に、送受信
制御部１１１によって選択された送信遅延パターンに基づいて、複数の駆動信号にそれぞ
れの遅延時間を与えることができる。送信回路１１３は、複数の超音波トランスデューサ
から送信される超音波が超音波ビームを形成するように、複数の駆動信号の遅延量を調節
して複数の駆動信号をそれぞれ超音波プローブ２００の複数の超音波トランスデューサに
供給するようにしても良いし、複数の超音波トランスデューサから一度に送信される超音
波が被検体の撮像領域全体に届くように構成した複数の駆動信号を超音波プローブ２００
に供給するようにしても良い。
【００２３】
　受信回路１１５は、送信回路１１３と同様に複数のチャネルを備えており、複数の超音
波トランスデューサを介して受信された複数のアナログ信号を増幅し、デジタルの受信信
号に変換する。さらに、送受信制御部１１１によって選択された受信遅延パターンに基づ
いて、複数の受信信号にそれぞれの遅延時間を与え、それらの受信信号を加算することに
より、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処理によって、超音波エコーの焦
点が絞り込まれた音線信号（音線データ）が形成される。
【００２４】
　次に、受信回路１１５は、音線データに対し、ローパスフィルタ処理等によって包絡線
検波処理を施して、ＳＴＣ（Sensitivity Time gain Control：センシティビティ・タイ
ム・ゲイン・コントロール）によって超音波の反射位置の深度に応じて距離による減衰の
補正をする。こうして処理された音線データは、複数フレーム分の音線データを蓄積する
ための記憶容量を有するシネメモリ（図示せず）に順次格納される。受信回路１１５は、
画像データ生成部（図示せず）を備え、ライブモードにおいては直接供給される音線デー
タを画像データ生成部へ入力し、フリーズモードにおいてはシネメモリから供給される音
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線データを画像データ生成部へ入力して、音線データに対してＬｏｇ（対数）圧縮やゲイ
ン調整等のプリプロセス処理を施して画像データを生成し、これを断層画像形成部１１７
およびトラッキングポイント設定部１２１へ出力する。
【００２５】
　断層画像形成部１１７は、受信回路１１５から供給された超音波画像の画像データを通
常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像データに変換（ラスター変換）し、さらに階
調処理等の必要な画像処理を施した上で表示処理部１１９へ出力する。
【００２６】
　トラッキングポイント設定部１２１は、受信回路１１５から供給された画像データによ
って表される超音波画像においてＲＯＩ（関心領域）を設定し、このＲＯＩ内において被
検体の深さ方向（超音波の送信方向）に、血管壁変位波形や血管径等の自動追跡（トラッ
キング）のための複数のトラッキングポイントを設定する。このトラッキングポイントに
関する情報は、トラッキング部１２５へ出力される。なお、トラッキングポイントの設定
は、オペレータがディスプレイ４００上の表示を見ながら手動で行っても良いし、トラッ
キングポイント設定部１２１が特定のアルゴリズムに基づいて自動設定で行っても良い。
【００２７】
　また、トラッキングポイント設定部１２１で設定されるトラッキングポイントは、後述
する弾性率の信頼性判定にも使用されるが、血管壁変位波形や血管径等の自動追跡のため
に設定されたトラッキングポイントの全てを弾性率の信頼性判定に使用する必要はないの
で、全トラッキングポイントの中から、オペレータが弾性率の信頼性判定用の特定のトラ
ッキングポイントを手動で１以上、好ましくは複数設定できるようにしても良いし、トラ
ッキングポイント設定部１２１が特定のアルゴリズムに基づいて弾性率の信頼性判定用の
特定のトラッキングポイントを１以上、好ましくは複数自動設定しても良い。
　なお、本実施形態では、トラッキングポイント設定部１２１によるＲＯＩの設定は、オ
ペレータのユーザ操作部３００によるＲＯＩの手動指定に従って行われるが、画像データ
に基づいて自動で行われるようにしても良い。例えば、頚動脈の超音波診断の場合、(1)
血管内は超音波エコーが弱く、Ｂモード画像上では低輝度であり、(2)頚動脈が見える断
面においては、頚動脈は約１ｃｍ程度の太さで血管としては一番太いことから、画像デー
タより比較的簡単に自動検出することができる。
【００２８】
　トラッキング部１２５は、トラッキングポイント設定部１２１で設定されたトラッキン
グポイントを超音波断層画像データから自動識別し、これらを追跡対象としてトラッキン
グポイントの変位、即ち、血管壁の位置変化（血管壁変位）を把握する。トラッキング部
１２５は、血管壁変位波形として、血管壁の位置変化を把握することにより得られた血管
壁の厚み変化波形を血管壁厚み変化演算部１２７へ出力すると共に、弾性率の信頼性判定
用の特定トラッキングポイントの変位をデータとして変位量算出部１２８へ出力する。な
お、トラッキング部１２５から血管壁厚み変化演算部１２７に出力される変位のデータに
は、血管壁の後壁の変位だけの場合と、後壁の変位と前壁の変位との両方の場合があって
も良い。
【００２９】
　血管壁厚み変化演算部１２７は、トラッキング部１２５のトラッキングで得られた血管
壁の厚み変化波形に基づいて、心臓収縮期血管径（最大血管径）Ｄｓおよび心臓拡張期血
管径（最小血管径）Ｄｄを求める。すなわち、画像データから血管径Ｄの変化を追跡し、
最大血管径Ｄｓおよび最小血管径Ｄｄを求める。また、血管壁厚み変化演算部１２７は、
血管壁の厚み変化波形から血管壁厚み変化を算出して弾性率算出部１３２へ出力する。
【００３０】
　トラッキングポイント変位演算部１２８は、トラッキング部１２５から供給される弾性
率の信頼性判定用の特定トラッキングポイントの変位データから、特定トラッキングポイ
ントの被検体の深さ方向（超音波の送信方向）における変位の向き及び変位量を演算し、
演算結果である変位の向き及び変位量を弾性率信頼性判定部１３３へ出力する。
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【００３１】
　一方、血圧計１０３は、カフ式の血圧計であり、被検体の上腕にカフを巻き付け、心臓
の収縮および拡張の各々に対応して最高値Ｐｓおよび最低値Ｐｄを測定する。測定された
血圧データは、自動あるいは手動で超音波診断装置１００の血圧入力部１２９へ入力され
る。
【００３２】
　血圧入力部１２９は、血圧計１０３と超音波診断装置１００とのインターフェースであ
り、入力された血圧データを弾性率算出部１３２へ出力する。
【００３３】
　弾性率算出部１３２は、血管壁厚み変化演算部１２７および血圧入力部１２９からそれ
ぞれ供給される血管壁厚み変化データおよび血圧データを用いて、血管弾性を示す指標の
一つである弾性率を演算により求め、弾性率信頼性判定部１３３へ出力する。
【００３４】
　弾性率信頼性判定部１３３は、変位演算部１２８から出力される変位の方向および変位
量についてのデータに基づき、弾性率算出部１３２から供給される弾性率データの信頼性
について後述のプロセスにより評価し、判定し、その判定結果を表示処理部１１９へ出力
する。
【００３５】
　表示処理部１１９は、断層画像形成部１１７から供給される画像データに基づいて、表
示用の画像データを生成する。この表示用の画像は、主に、Ｂモード画像やＭモード画像
等の断層画像、血管壁の厚さ変化波形等であるが、弾性率信頼性判定部１３３から供給さ
れた評価結果や判定結果も併せて表示される。また、表示処理部１１９は、弾性率信頼性
判定部１３３から弾性率の信頼性が低い旨の通知信号が入力されてきた場合には、ディス
プレイ４００上に、文字、図形等を表示することにより、ユーザへその旨警告する。この
警告は、アラーム音等を鳴らす態様であっても良い。なお、表示処理部１１９に、ゲイン
調整およびコントラスト調整を含む線形の階調処理や、γ補正を含む非線形の階調処理等
の画像処理を施す画像処理機能を付属させても良い。さらに、表示処理部１１９は、Ｄ／
Ａ変換器を備え、表示用の画像データをアナログの画像信号に変換して外部のディスプレ
イ４００へ出力する。
【００３６】
　図３は、本実施の形態に係る超音波診断装置１００が血管壁に対し行うトラッキング処
理の概要を説明するための模式図である。
【００３７】
　トラッキング処理の手法には、断層画像のパターンマッチング法、ゼロクロス点法、組
織ドプラ法、位相差トラッキング法等の様々な手法があり、原則、どの手法に依っても良
い。本実施の形態に係る超音波診断装置１００は、１つの超音波ビーム上に設定した血管
後壁側の内膜中膜複合体上の複数の反射体の位置変位を、直交検波出力の振幅情報もしく
は位相情報を用いて、またはその両方を用いてトラッキングを行う。
【００３８】
　例えば、図３は、超音波プローブ２００から被検体２１へ向けて超音波ビームＢ２６を
送信し、この超音波ビームＢ２６を、血管前壁２３および血管内腔２４を通過させて血管
後壁２５上のトラッキングポイントＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４およびＰ５に到達させ、超音
波診断装置１００において、各トラッキングポイントＰ１～Ｐ５からの超音波エコー信号
を超音波プローブ２００を介して受信し、トラッキング部１２５で血管２２の血管壁、し
たがってその厚みをトラッキングする例である。トラッキングポイントＰ１～Ｐ５は、ト
ラッキングポイント設定部１２１によって、血管後壁２５上に、５つの反射体の位置、す
なわち第１～第５反射体（以下、それぞれ反射体１、反射体２、反射体３、反射体４およ
び反射体５と呼ぶ）の位置としてそれぞれ手動又は自動で設定されたものである。トラッ
キング部１２５は、設定されたトラッキングポイントＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４およびＰ５
をトラッキングし、各トラッキングポイントの時間的な位置変化を求める。
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【００３９】
　なお、ここでは、血管後壁２５上にプラーク２７があり、血管内腔２４側へ血管後壁２
５の一部が盛り出しているプラーク２７の部分のトラッキングをする例を示したが、当然
のことながら、超音波診断装置１００のトラッキング処理はプラークがない場合でも可能
である。
【００４０】
　図４は、トラッキング部１２５で得られるトラッキングポイントＰ１～Ｐ５の位置ｙの
時間的変化の一例を示すグラフである。位置の変化を表す曲線Ｌ１～Ｌ５は、トラッキン
グポイントＰ１～Ｐ５の各々に対応したものである。この図から、１回の心拍においてト
ラッキングポイントＰ１～Ｐ５の位置がどのように変化するか、また、トラッキングポイ
ントによって変位量（凹み具合）に差があることが読み取れる。そこで、隣合う反射体の
位置（例えば、Ｐ２とＰ３）の変化の差分をとれば、血管壁厚みの時間変化波形を求める
ことができる。
【００４１】
　図５Ａは、血管壁の隣合う反射体である反射体１と反射体２の間の厚みの時間変化波形
であり、図中Δｈ１は、厚みの変化分を示す。図５Ｂは、反射体３と反射体４の間の厚み
の時間変化波形であり、図中Δｈ３は、厚みの変化分を示す。これらの図から、反射体３
と反射体４の間の組織は比較的柔らかいため圧力により大きく凹むことができる組織であ
るのに対し、反射体１と反射体２の間の組織は、比較的固いため圧力により大きく凹むこ
とができない組織、つまり硬化した組織であることがわかる。
【００４２】
　このように、血管壁厚みの時間変化波形によって血管壁の弾性の度合いを把握すること
ができるが、より定量的な議論をするために、血管の径方向の歪みεを次式（１）によっ
て算出することができる。
【００４３】
【数１】

ここで、εｉは、血管壁の反射体ｉ及びｉ＋１の間の径方向の歪み、Δｈｉは、心臓収縮
期での反射体ｉ及びｉ＋１の間の厚み変化の最大値、ｈｄｉは、心臓拡張期末期での反射
体ｉ及びｉ＋１の間の厚みを表す。
【００４４】
　また、弾性率算出部１３２では、血圧計１０３で測定した血圧をさらに用いて、次式（
２）、（３）に従って、血管壁の各反射体間の径方向の弾性率Ｅｒｉ、円周方向の弾性率
Ｅθｉを算出することができる。
【００４５】
【数２】

ここで、ｒｄは心臓拡張末期での血管内半径、ｈｄは心臓拡張末期での血管壁厚み、ｈｄ
ｉは心臓拡張期末期での反射体ｉ及びｉ＋１の間の厚み、Δｈｉは心臓収縮期での反射体
ｉ及びｉ＋１の間の厚み変化の最大値、Δｐは心臓収縮期と拡張末期の間の血圧差を表す
。
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【００４６】
　上記の方法により血管壁等の弾性率測定は行われるが、本発明者の検討により、トラッ
キングを上記方法に則って測定した場合には弾性率の測定精度が著しく低下する場合があ
ることがわかってきた。これは、弾性率の測定が、運動している血管壁の微小変位を正確
にトラッキングできることを前提としているためと考えられる。例えば、諸々の原因によ
り、トラッキングポイントを誤認識する等により、この微小変位のトラッキング自体に失
敗した場合、その結果得られる弾性率が全く意味のない値になってしまうことがあること
がわかってきた。以下、この観点について詳細に説明する。
【００４７】
　典型的な例として、本明細書では、頚動脈を対象として弾性率の測定をする場合を例に
とって説明する。頚動脈を対象とした場合に、特定のケースで弾性率の精度が著しく低下
する現象が発生する。図６は、本実施の形態に係る超音波診断装置１００を用いて人間の
頚動脈の弾性率を測定する様子を示す図である。ここでは、超音波プローブ２００を頚動
脈３１に沿って被検者の頚部３２に当接させながら頚動脈壁の観察を行う。
【００４８】
　頚動脈３１の深さは概ね１～３ｃｍであるため、その観察に必要な深さＤは概ね３ｃｍ
程度である。また、人体内の平均音速Ｖｓは１４００～１６００ｍ／ｓであり、健常者の
頚動脈では、血管内腔と血管後壁内膜との境界は、１心拍で０．５ｍｍ程度変位し、当該
境界の深さ方向の変位速度は５～８ｍｍ／ｓ程度であることが分かっている。このため、
再現性が良く信頼性の高い歪みεを算出するためには、当該境界およびその周囲に設定し
たトラッキングポイントの計測誤差を、頚動脈壁の１心拍の変位量０．５ｍｍの１０％程
度以下に抑え、精密にトラッキングする必要がある。従って、健常者の頚動脈を観察する
場合、０．０５ｍｍ÷５ｍ／ｓ＝０．０１ｓであり、０．０５ｍｍの変位を捕捉するため
には、フレームレートＦＲは１００［１／ｓ］以上であることが必要である。さらに、高
血圧等のために、心拍に応じた血管壁の動きが速い被検者の場合には、ＦＲ＝４００［１
／ｓ］程度であることが望ましい。これらのことから、超音波診断装置１００では、Ｄ＝
３、Ｖｓ＝１４００ｍ／ｓ、ＦＲ＝４００［１／ｓ］とする。なお、１フレーム当たりの
超音波ビームの送信回数は５８とする。
【００４９】
　そして、超音波プローブ２００は、図６に示すように、頚動脈３１に沿って頚部３２に
当接されるが、本発明者の詳細な検証によると、医師もしくは技師（以下、単に技師等と
いう）によって、頚部３２のどの方向から超音波プローブ２００を当てるか一般的に大別
して２種類のパターンがある。図７Ａは、超音波プローブ２００の頚部３２への当接角度
のバリエーションを説明するための模式図である。この図７Ａは、図７Ｂに示す頚部３２
の頭部４１から見たＡ－Ａ線における断面図を示す。図７Ａに示すように、頚部３２に対
し超音波プローブ２００を当接する方向には、次に示す２通りの方法がある。第１の方法
は、方向Ｄ５１から当接させ頚動脈３１を観測する方法である。これは被検者の正面から
超音波プローブ２００を当てることに相当する。第２の方法は、方向Ｄ５２から超音波プ
ローブ２００を当接させ、頚静脈３５をウインドウ（窓：Ｗｉｎｄｏｗ）として、ウイン
ドウ越しに（頚静脈３５を介して）頚動脈３１を観察する方法である。このとき、超音波
プローブ２００から送信された超音波ビームは頚静脈３５を通過してから頚動脈３１に達
する。この当て方は被検者の横から超音波プローブ２００を当てることに相当する。
【００５０】
　第２の方法を採用する理由の１つとしては、静脈は、血液で満たされているため超音波
ビームの反射がほとんど起こらず、また、頚静脈は、図７Ａに示すように、頚動脈に近接
した位置関係にある。そのため、超音波ビームが先に通過する組織（頚静脈）からのアー
チファクトが診断対象である組織（頚動脈）の超音波画像に重畳して血管内腔が不鮮明に
映る現象（かぶり現象）を防ぐことができる。すなわち、第２の方法によれば比較的画質
の良い画像を得やすいということが理由として考えられる。
【００５１】
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　図８Ａ～図８Ｃは、血管壁のトラッキングが精度良く実施された場合の信頼性が高い血
管壁に関する指標（以下では、総称して血管壁厚みともいう）の時間変化波形の一例であ
る。これは、被検者の正面から超音波プローブ２００を当てて測定した例である。
　具体的には、図８Ａは、血管壁の径の各位置（詳細には、前壁外膜側、後壁内膜側、後
壁外膜側、前壁外膜－前壁内膜）の変化速度の時間的変化を示す図、図８Ｂは、血管径（
詳細には、前壁外膜と後壁内膜との間の距離）の時間的変化を示す図、図８Ｃは、血管壁
の各トラッキングポイント（詳細には、前壁外膜側位置、略中心位置、後壁内膜側位置、
後壁外膜側位置）における変位の時間的変化を示す図である。
　図８Ａから分かる通り、血管壁のトラッキングが精度良く実施された場合の信頼性が高
い血管壁厚みの時間変化波形が得られた場合には、波形は速度０のラインを境に上下対称
に近い状態で波形が現れる。例えば、図８Ａの前壁外膜側と後壁内膜や後壁外膜とが対称
に近いならば信頼性が高くなり、また、例えば、図８Ｃにおいても、前壁外膜側と後壁内
膜側や後壁外膜側とが対称に近いと信頼性が高くなる。即ち、このような上下対称に近い
形状を有した血管壁厚みの時間変化波形からは、一般的に信頼性の高い血管弾性率が得ら
れることが期待できる。
【００５２】
　なお、図８Ｃにおいて、２点鎖線は、略中心位置の変位を示すが、具体的には、前壁外
膜側と後壁内膜側との間の真中の点の変位である。正確な中心位置は、前壁内膜側と後壁
内膜側とを用いる方が良いが、ここでは、超音波診断で診易い（即ち、超音波エコーが強
い、他の箇所からのかぶり等のノイズが少ない）前壁外膜側と後壁内膜側を用いている。
超音波診断において、信頼性判定に用いるのは、上述したように、前壁と後壁が対称的に
動いているか否かである。したがって、後壁内膜側と後壁外膜側は、径変化というスケー
ルでは同じような動きをするので、変位波形としては、（前壁外膜側－後壁内膜側の変位
）≒（前壁内膜側－後壁内膜側の変位）≒（前壁外膜側－後壁外膜側の変位）となる。以
上から、図８Ａにおいては、２点鎖線で示される前壁外膜－前壁内膜）の変化速度の時間
的変化を求めている。
【００５３】
　一方、図９Ａ～図９Ｃは、血管壁のトラッキング精度が悪く実施された場合の信頼性が
低い血管壁に関する指標（血管壁厚み）の時間変化波形の一例であり、それぞれ図８Ａ～
図８Ｃと同様に、血管壁の径の各位置の変化速度、血管径、及び血管壁の各トラッキング
ポイントにおける変位の時間的変化を示す図である。ここでは、被検者の横から超音波プ
ローブ２００を当てて測定した場合の例である。図９Ａに示される波形は、図８Ａと異な
り、速度０のラインを境に上下に非対称の波形が現れる。この波形は、血管壁のトラッキ
ングが正常に機能していない場合によく得られる波形であり、この際に得られる血管弾性
率は、一般的に信頼性が低いことが予想される。なお、図９Ｃにおいては、図８Ｃとは逆
に、前壁外膜側と後壁内膜側や後壁外膜側とが対称でないので、信頼性が低くなる。
【００５４】
　ここで、測定される弾性率の信頼性が低い場合の理由を考察する。弾性率の測定は、運
動している血管壁の微小変位をトラッキングする必要があるが、血管自体の位置が動いて
しまうと、（１）血管の変位が超音波ビームのエレベーション方向の中心軸からずれる、
（２）変動幅自体が大きくなるため微小変位をトラッキングする際の誤差が大きくなる、
また、（３）そもそも技師等の手がずれ、超音波プローブの当てている位置がずれてしま
う等といった現象が考えられる。この事実から、信頼性を評価し、判定するには、血管自
体の位置が大きく動いているか否かを判断すれば良いことに本発明者は思い至った。そこ
で、本実施の形態に係る超音波診断装置１００は、血管の中心の位置を求め、この時間的
変化を捕捉することにより、測定された血管弾性率の信頼性を判定する。具体的には、超
音波診断装置１００は、血管の前壁と後壁の位置の平均を算出し、これを血管の中心位置
とする。なお、より高精度を求める場合には、前壁外膜の位置と後壁内膜の位置との平均
を算出し、これを血管の中心位置としても良い。すなわち、前壁外膜の位置と後壁内膜の
位置との真中を血管の中心位置としても良い。
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【００５５】
　図１０は、信頼性が高い血管壁厚みの時間変化波形が得られた場合と、信頼性が低い血
管壁厚みの時間変化波形が得られた場合の、双方のケースにおける１拍の間の血管中心変
位、血管後壁および血管中心の最小径タイミングから最大径タイミングまでの変位および
弾性率の信頼性を示す表である。
　まず、図１０の異なる２つの方向から測定した場合、すなわち、信頼性が高い血管壁厚
みの時間変化波形が得られた「前（正面）から」測定した場合と、信頼性が低い血管壁厚
みの時間変化波形が得られた「静脈をウィンドウ」にして横から測定した場合との１拍の
間の血管中心変位、血管後壁および血管中心の最小径タイミングから最大径タイミングま
での変位、ならびに弾性率の信頼性について説明する。
【００５６】
　ここで、弾性率の信頼性は、一般的に健常者であれば弾性率が３００ｋＰａ以下である
ことが予想されるため、３００ｋＰａ以下の場合を「信頼性：○」、この３００ｋＰａか
ら著しく離れた値を採った場合を「信頼性：×」と評価した。この図からわかる通り、正
面から測定した場合（図８Ａ～図８Ｃのケース）では、弾性率の信頼性が高いのに対し、
横から頚静脈をウインドウにして測定した場合（図９Ａ～図９Ｃのケース）では、弾性率
の信頼性が乏しいことがわかる。
　さらに、血管中心位置の変位量に着目すると、血管の中心位置の変位量が、０．１ｍｍ
近傍（０．０９～０．１２）では信頼性が「○」で信頼性が高いことが分かる。一方、血
管の中心位置の変位量が、０．４９ｍｍ以上では信頼性が「×」で信頼性が低いことがわ
かる。
　また、血管中心の最小径タイミングから最大径タイミングまでの変位量に着目すると、
血管中心の最小径及び最大径両タイミングの変位量が、僅かな負の値（－０．０７ｍｍ～
－０．０３ｍｍ）では信頼性が「○」で信頼性が高いことが分かる。一方、血管中心の両
タイミングの変位量が、０．２４ｍｍ以上の正の値（０．２４ｍｍ～０．３４ｍｍ）では
信頼性が「×」で信頼性が低いことがわかる。本実施の形態では、血管中心の両タイミン
グの変位量が、前壁側に０．２４ｍｍ以上変位した場合、弾性指標の信頼性が低いと判定
することもできる。
　そこで、本実施の形態に係る超音波診断装置１００は、血管の中心位置が前壁側へ０．
２４ｍｍ以上変位した場合、弾性指標の信頼性が低いと判定することにする。
【００５７】
　このように、特に、頚静脈のウインドウ越しに頚動脈を観察した場合に弾性率の信頼性
が低下することが分かった。図１１Ａおよび図１１Ｂは、弾性率の信頼性低下の原因を説
明するための模式図である。この図により、弾性率の信頼性が低下するメカニズムを推察
することができる。例えば、方向Ｄ５１においては、頚動脈３１は方向Ｄ５１上の両方の
組織に挟まれた状態となっており動きにくい状況にある。一方、方向Ｄ５２においては、
頚静脈３５は周囲の組織よりも圧力が低い状態にあるため、頚動脈３１は頚静脈３５の方
へ拡張し易い状況にある。従って、図１１Ｂに示す通り、頚動脈３１は頚静脈３５側へ偏
重して拡張することとなる（拡張後の頚動脈３１ａの輪郭を破線で示す）。かかる場合、
（１）血管の変位が超音波ビームのエレベーション方向の中心軸からずれる状態、または
（２）変動幅自体が大きくなるため微小変位をトラッキングする際の誤差が大きくなる状
態、が顕著に現れるため、弾性率の信頼性が低下すると考えられる。なお、図１１Ａから
分かるように、頚動脈３１の中心は、方向Ｄ５２の方へは移動するが、方向Ｄ５１の方へ
は、ほとんど移動しない。
【００５８】
　このように信頼性低下のメカニズムの分析が進むと、先ほどは血管の中心位置を求め、
この変位に基づいて信頼性を判断する態様を示したが、方向Ｄ５２から頚静脈のウインド
ウ越しに頚動脈を観察する場合のように、変位方向が特異的な血管後壁の動きを観察する
ことによって、信頼性を判定できることがわかる。すなわち、本発明者は、血管を構成す
る各層のうち血管後壁のみに着目し、これを直接トラッキングすることにより、弾性率の
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信頼性判定が可能となることを見出した。
【００５９】
　図１２は、頚動脈の層構造を模式的に示す断面図である。ここでは、詳細な断面図を示
したため、血管後壁として、後壁内膜７８、後壁中膜７９、後壁外膜８１まで示してある
が、本実施の形態では、トラッキング対象として血管後壁のうち、特にトラッキングによ
る追従性能が高い、「後壁血管腔－内膜境界７７」または「後壁中膜－外膜境界８０」を
用いる。特に、画像データにおいて血管腔は一般に信号レベルが低いため、トラッキング
の失敗につながり易い。そこで、Ｍモード画像上において明確にラインが現れる「後壁血
管腔－内膜境界７７」または「後壁中膜－外膜境界８０」を用いることが望ましい。これ
により、測定時間の短縮につながり、医師等や被検者の負荷を軽減することができる。
　なお、図１２には、血管前壁として、前壁外膜７１、前壁中膜７３、および前壁内膜７
４が示され、前壁外膜－中膜境界７２、前壁内膜－血管腔境界７５、および血管腔７６も
示されている。
【００６０】
　本発明者は、更に新たな着想に至った。通常のトラッキングにおいては、心拍に伴い血
管がその位置を変えずに、単純に血管径が拡張伸縮する場合を想定して行われる。このと
き、血管壁は心拍に伴い血管中心を対称軸として単純に拡張伸縮するだけである。すなわ
ち、血管前壁と血管後壁は、互いに逆方向である当該血管の外側へ変位する。しかし、先
に示した通り、頚動脈を頚静脈をウインドウにして画像を得る場合には、血管全体が心拍
に伴い頚静脈側へずれる（移動する）状態となる。このとき、血管壁のうち、血管前壁は
通常の場合と同方向に変位するが、一方、血管後壁は血管の外側へ変位するのではなく、
血管前壁と同方向、すなわち前壁側へと変位する場合が多くなる。そこで、本発明者は、
血管後壁の変位方向に着目し、この向きによって血管率の信頼性を判定できることを着想
した。
【００６１】
　図１３Ａ、図１３Ｂおよび図１３Ｃは、それぞれ異なる方向（前、静脈をウインドウに
して横）から、および超音波プローブを被検者に対し押し気味に当接して頚静脈をウイン
ドウにして横から測定した場合の１心拍における血管の各部位（血管壁位置：トラッキン
グポイント）の変位（変位方向及び変位量）を示したグラフである。
　まず、図１０の表の「前」および「静脈をウィンドウにして横」の異なる２方向から測
定した場合に相当する図１３Ａおよび図１３Ｂに付いて説明する。
　これらの図から分かる通り、変位の向きには特徴があり、信頼性が低下する図１３Ｂの
ケースでは、変位の方向、より具体的には後壁の変位が前壁側へ変位する向きの場合には
信頼性が低下する。先に示した図８Ａ～８Ｃまたは図９Ａ～図９Ｃでは、血管壁厚みの時
間変化波形に基づいて弾性率の信頼性をある程度予想することができたが、図１３Ａおよ
び図１３Ｂでは、血管壁の変位の方向から弾性率の信頼性を判定できることがわかる。
【００６２】
　また、図１０の表の異なる２つの方向から測定した場合は、血管壁の変位の方向から信
頼性を判定できることを説明するための表ということができ、ここでは、図１０において
血管後壁の最小径タイミングから最大径タイミングまでの変位について説明する。この表
から分かる通り、血管後壁の最小径及び最大径両タイミングの変位量が、－０．１４ｍｍ
以下の負の値（－０．１９ｍｍ～－０．１４ｍｍ）では信頼性が「○」で信頼性が高いこ
とが分かる。すなわち、血管後壁が、心臓収縮期において血管の外側へ変位している場合
には、弾性指標の信頼性を高いと評価し、判定することができる。
　一方、血管後壁の両タイミングの変位量が０．１１ｍｍ以上の正の値を採っている場合
は信頼性が「×」で信頼性に乏しいケースであることがわかる。そこで、本実施の形態に
係る超音波診断装置１００は、血管の後壁が前壁側へ０．１１ｍｍ以上変位した場合、弾
性指標の信頼性が低いと判定することにする。
【００６３】
　また、本発明者のさらなる検討により、頚静脈をウインドウにして横から測定する場合
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でも、血管の中心位置の変位量を抑えられ、信頼できる弾性率が取得できる測定方法が存
在することもわかってきた。
【００６４】
　図１３Ｃは、頚静脈をウインドウにして横から測定した場合の１心拍における血管の各
部位（血管壁位置：トラッキングポイント）の変位（変位方向および変位量）を示したグ
ラフであるが、超音波プローブを被検者に対し押し気味に当接し測定した場合である。こ
のようにすることで、頚静脈に外圧が加わり頚静脈内の圧力が高くなるため、頚動脈が頚
静脈側に移動しにくくなり、血管の変位量を抑えられ、信頼できる弾性率が取得できるよ
うになったと考えられる。
【００６５】
　図１０の「静脈をｗｉｎｄｏｗにして加圧」の表は、上記の図１３Ｃのケース、すなわ
ち、超音波プローブを被検者に対し押し気味に当接し頚静脈をウインドウにして横から測
定した場合の弾性率の信頼性を示した表である。
　この表から分かる通り、血管中心位置の変位量に着目すると、血管の中心位置の変位量
は、正面（前）から測定した場合に比べると少し大きいが、横から頚静脈をウインドウに
して測定した場合に比べて大幅に小さく、前壁側への変位は、０．１２ｍｍ～０．２１ｍ
ｍで０．３ｍｍ未満であり、信頼性が「○」となり、信頼性が高くなったことが分かる。
　また、血管中心の最小径タイミングから最大径タイミングまでの変位量に着目すると、
この変位量は、正面（前）から測定した場合に比べると大きいが、横から頚静脈をウイン
ドウにして測定した場合に比べて大幅に小さく、前壁側への変位は、－０．０１ｍｍ～＋
０．０８ｍｍで０．０１ｍｍ未満であり、信頼性が「○」となり、信頼性が高くなったこ
とが分かる。
【００６６】
　さらに、血管後壁の最小径タイミングから最大径タイミングまでの変位量から変位方向
に着目すると、血管後壁の変位方向は、横から頚静脈をウインドウにして測定した場合の
血管の後壁の前壁側へ変位ではなく、正面（前）から測定した場合と同様に、血管の後壁
側への変位であり、信頼性が「○」となり、信頼性が高くなったことが分かる。
　このように、頚静脈をウインドウにして横から測定した場合であっても、超音波プロー
ブを被検者に対し押し気味に当接し頚静脈をウインドウにして横から測定した場合には、
信頼性の高い弾性率が得られていることがわかる。
【００６７】
　このように、本発明は、この技師等の手技によって異なる測定結果が得られる系におい
ても、その測定を継続して良いかどうかの客観的な指針を与えることができる。
【００６８】
　以上説明したように、本発明の超音波診断装置によれば、心臓拍動に基づく血管壁等の
厚さ変化波形を算出し、弾性指標または弾性画像を算出する超音波診断装置において、血
管壁または血管中心位置の移動量を算出、表示することにより、血管弾性の信頼性に関す
る警告を行うことができる。血管の弾性率の測定精度の低下は、上記の通り、測定技師の
超音波プローブを人体に対し当てる方向等に起因するものであり、測定精度が低下する可
能性を測定技師に教えることができれば、測定技師は超音波プローブの当てる方向または
圧迫度合い等を修正することができるため、測定精度の低下は回避できる性質のものであ
る。
【００６９】
　また、以上の構成において、心臓拍動に基づく血管壁等の厚さ変化波形を算出し、弾性
指標または弾性画像を算出する超音波診断装置において、血管壁または血管中心位置の移
動量を算出、表示することにより、血管弾性の信頼性に関する警告を行うことができる。
【００７０】
　なお、以上説明した本発明に係る実施の形態は、本発明の一例を示すものであり、本発
明の構成を限定するものではない。本発明に係る超音波診断装置等は、上記実施の形態に
限定されず、本発明の目的を逸脱しない範囲で種々変更して実施することが可能である。
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【００７１】
　例えば、本明細書では、頚動脈の血管弾性率の信頼性を判定する場合を例にとって説明
したが、本質的には、心拍により脈動する血管の局所点をトラッキングすることにより弾
性率等の弾性指標を測定する場合であれば本発明を適用することができる。すなわち、対
象は頚動脈に限定されず、腹部大動脈、腸骨動脈等も対象とすることができる。
【００７２】
　また、脈動していなくても良い。何かしらの外力を与えることによりトラッキングポイ
ントが移動し、この移動の方向および変位量に基づいて弾性率を測定できる系であれば良
い。
【００７３】
　また、上記実施の形態では、血管の弾性指標として弾性率を使用する場合を例にとって
説明したが、血管の弾性指標として血管の径方向の歪みを使用する態様でも良い。
【００７４】
　上記実施の形態における各構成は、主に、中央演算装置（ＣＰＵ）とＣＰＵに各種の処
理を行わせるためのソフトウエアとによって構成されるが、これらをデジタル回路または
アナログ回路等のハードウエアで構成しても良い。なお、ソフトウエアは、図示しない内
部メモリに記憶される。
【００７５】
　また、本発明に係る血管弾性指標信頼性評価又は判定方法のアルゴリズムをプログラミ
ング言語によって記述し、必要に応じてコンパイルし、この血管弾性指標信頼性評価又は
判定プログラムをメモリ（記録媒体）に記憶して他の装置の情報処理手段によって実行さ
せれば、本発明に係る超音波診断装置と同様の機能を実現することができる。
　すなわち、本発明に係る血管弾性指標信頼性評価又は判定方法は、プログラムを実行す
ることによってコンピュータ上で処理することができる。
　例えば、本発明の血管弾性指標信頼性評価又は判定プログラムは、上述した血管弾性指
標信頼性評価又は判定方法の各ステップをコンピュータ、具体的にはそのＣＰＵに行わせ
る手順を有するものである。これらの手順からなるプログラムは、１つまたは複数のプロ
グラムモジュールとして構成されていても良い。
　これらのコンピュータが実行する手順からなる血管弾性指標信頼性評価又は判定プログ
ラムは、コンピュータまたはサーバのメモリ（記憶装置）内に記憶されるものであっても
良いし、記録媒体に記憶されるものであっても良く、実行時に、当該コンピュータ（ＣＰ
Ｕ）または他のコンピュータによって、メモリまたは記録媒体から読み出されて実行され
るものである。したがって、本発明は、上記の血管弾性指標信頼性評価又は判定方法をコ
ンピュータに実行させるための血管弾性指標信頼性評価又は判定プログラムを記憶したコ
ンピュータに読み取り可能なメモリもしくは記録媒体であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明に係る超音波診断装置、弾性指標信頼性評価又は判定方法および弾性指標信頼性
評価又は判定プログラムは、例えば病院内でカートに載せて各部屋を移動する超音波診断
装置のみならず、患者が自宅で使用するような軽量で携帯式の超音波診断装置や、超音波
を用いて血管弾性指標のみを測定するような測定装置等の用途に利用することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　１００　超音波診断装置
　１２５　トラッキング部
　１２７　血管壁厚み変化演算部
　１３２　弾性率算出部
　１３３　弾性率信頼性判定部
　２００　超音波プローブ
　３００　ユーザ操作部
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　４００　ディスプレイ
　５００　超音波診断システム

【図１】 【図２】
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